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（各）税関長  殿 

沖縄地区税関長 殿 

  

      

 

                財務省関税局長 木村 幸俊 

 

 

 

薬事法又は毒物及び劇物取締法に係る医薬品等の通関の際における 

取扱いについて 

 

 

 

 標記のことについて、別添のとおり、厚生労働省医薬食品局長から依頼があ

ったので、平成 17 年４月１日からこれにより実施されたい。 

なお、この通達の制定に伴い「薬事法又は毒物及び劇物取締法に係る医薬品

等の通関の際における取扱い等について」（昭和 57年 4月 26 日蔵関第 471 号）、

「健康被害が報告されている未承認医薬品等の輸入時の取扱いについて」（平成

14 年９月２日財関第 700 号）及び「医薬品等の個人輸入の取扱いについて（協

力依頼）」（平成 16 年 10 月 25 日財関第 1115 号）は廃止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



薬食発第０３３１００１号 

平成１７年３月３１日 

 

 

 

 

 財務省関税局長 殿 

 

 

 

厚生労働省医薬食品局長    

 

 

 

医薬品等輸入監視協力方依頼について 

 

 

 

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具、毒物及び劇物の輸入監視につきま

しては、従来より昭和５７年４月８日薬発第３６３号薬務局長通知により協力

をお願いしてきたところですが、薬事法（昭和３５年法律第１４５号）の一部

改正に伴う輸入医薬品等にかかる通関の際における取扱いについては、別添「薬

事法又は毒物及び劇物取締法に係る医薬品等の通関の際における取扱要領」に

よることとし、平成１７年４月１日より実施することとしましたので、特段の

御配慮をお願いします。 

 なお、本通知の実施に伴い、昭和５７年４月８日薬発第３６３号「医薬品等

輸入監視協力方依頼について」、平成１４年８月２８日医薬発第０８２８０１１

号「健康被害が報告されている未承認医薬品等の輸入時の取扱いについて（協

力依頼）」及び平成１６年１０月２２日薬食発第１０２２００５号「医薬品等の

個人輸入の取扱いについて（協力依頼）」は廃止します。 

 

 






















